第２次いなべ市空家等対策計画【パブリックコメント案】に対する意見と市役所からの回答（案）

	NO
	ご意見の内容
	市の考え方

	1
	定量的な成果指標（KPI）の明記について
（該当箇所：計画全般、および「６ 空家等に関する相談や対策の実施体制に関する事項」）
計画案では「対策の充実を図る」等の定性的な表現が多く見受けられますが、PDCAサイクルを機能させるためには、測定可能な目標値が不可欠です。
本計画期間終了時における「特定空家等の解消件数」「空き家バンクの成約件数」「管理不全空家から健全な状態への改善数」などの数値目標（KPI）を具体的に設定・明記することを求めます。

	空家等所有者が置かれている背景はさまざまであり、空家等の適正管理や除却については所有者個人の責務となっております。このため、解決には時間を要する場合も多く、施策の実施が顕著に成果として現れることも困難と判断し、本計画では、数値成果指標は設定しないこととしました。今後は、「４ 空家等対策に関する上位・関連計画」に明記している除却工事戸数及び空き家相談件数の指標を目標値とし、進めていきます。

	2
	「解体費用」および「流通」の経済的ボトルネックの解消について
（該当箇所：「６ 空家等に関する相談や対策の実施体制に関する事項」の「(1)基本的な考え方」）
上記の該当箇所において、実態調査の結果として「解体費用が捻出できない」「買い手が見つからない」という課題が特定されていますが、これに対する施策が「連携・相談体制の強化」に留まっており、解決策として弱すぎます。
所有者の行動変容を促すため、以下の施策を計画に盛り込んでください。
・危険空き家の除却に対する補助制度の拡充
・解体後の土地に対する固定資産税の減免措置（住宅用地特例解除による増税への対策）の検討
・市街化調整区域における用途変更や改修支援など、都市計画部門と連携した規制緩和による流通促進策

	①危険空き家の除却に対する補助制度の充実について
・危険空き家に限らず空き家の解体や除却の補助制度の拡充については、本市の財政負担の面も踏まえて今後対応を検討いたします。なお、引き続き空家等の除却対応として所有者等が相談できる体制に取り組んでいきたいと考えています。

②解体後の土地に対する固定資産税の減免措置について
・減免措置については、負担減免措置を活用することで除却が進行するという効果も期待できますが、一方で空家等となる前に家屋を除却した者との不公平感や、あえて空家等にしてから除却するなど、不公平感や利用者のモラルハザードの発生も予測されます。税制の見直しの実施に当たっては、これら想定されるマイナス面も考慮し、慎重に対応を図りたいと考えています。

③市街化調整区域における用途変更や改修支援など、都市計画部門と連携した規制緩和による流通促進策について
・市街化調整区域での空家等の用途変更等については都市計画での土地利用の枠組みにおいて対応が可能と考えています。都市計画マスタープランにおいて、市街化を抑制すべき区域であるという性格を変えない範囲内において、地区計画制度による地区の特性に応じた田園居住環境の形成を図ることとしています。
　今後も都市計画と連携を図りながら、居住環境の改善に取り組みたいと考えています。


	3
	「発生予防」へのアプローチ強化について
（該当箇所：「空家等の発生の未然防止に関する事項」、または予防・啓発に関連する項目）
現役世代・次世代にとって、管理不全の空き家は地域の安全性や資産価値を損なう「負の遺産」です。
事後対応だけでなく、空き家発生の主要因である「相続」発生前の段階で、権利関係の整理や登記を促す仕組み（専門家との連携強化等）を「予防策」としてより具体的かつ強力に推進してください。

	発生予防のアプローチ強化として、【パブリックコメント案】P24に記載していますとおり、空家等の発生予防として「適切な相続登記が行われないために、権利関係が複雑となることがあります。速やかに相続登記が行われるように関係団体と連携して取り組みます」としております。
また、予防策として、当事者が家の将来を自分たちの問題として考える視点を持つことが最大の予防であると考えます。自治会への啓発活動として、家を誰が相続するのかを話し合うきっかけを作る説明会を令和８年度より新たに進めていきます。

	4
	自治会の負担軽減とDXによる効率化について
（該当箇所：「６ 空家等に関する相談や対策の実施体制に関する事項」の「(2)空家等に関する対策の相談や実施体制」および「実施体制のイメージ」）
計画案にある「自治会との連携」は重要ですが、高齢化が進む地域コミュニティに対し、監視や所有者探索の負担を過度に依存することは持続可能ではありません。
・調査、指導、勧告等の実務責任は行政（または専門受託者）にあることの明記
・スマートフォン等を活用した通報システムや、GIS（地理情報システム）による管理台帳の整備など、デジタル技術（DX）を活用した効率的な情報収集体制の構築
以上、いなべ市の持続可能な発展のため、実効性のある計画となるよう強く要望します。

	①調査、指導、勧告等の実務責任は行政（または専門受託者）にあることの明記
・空家等の増加は地域コミュニティに直接影響を与えるものであり、また空家等の最新の状況を知悉するのも地域コミュニティであることから、自治会との連携は今後も不可欠であると考えています。また自治会との情報連携体制は築かれているものと認識しており、今後も関係の構築を維持していきたいと考えています。
[bookmark: _GoBack]　なお、「５ 特定空家等の適正な対応（基本方針４）」にある特定空家等に対する措置に記載のあるフローに基づき、調査、指導、勧告等を進めていきます。

②スマートフォン等を活用した通報システムや、GIS（地理情報システム）による管理台帳の整備など、デジタル技術（DX）を活用した効率的な情報収集体制の構築
・本市でのこれまでの実態調査及びデータベース作成については、計画書で明記はしていませんが、すでにタブレットを使用した現地調査確認システム、ＧＩＳを用いた図化対応等を導入しております。今後も随時技術の発展に対応した情報収集体制の改善に取り組みたいと考えています。


	5
	三重県または他県のアーティストや美大生に展示の場（ギャラリー）として貸し出す。複数募って芸術のトリエンナーレをしても町おこしをしても良いと思います。
	いなべ市は空き家バンクの需要が高いため、バンク登録し売却及び賃貸できるよう進めていますが、今後、需要が減ってきた際には行政主導によりお試し体験住宅や多目的ギャラリーとすることを検討しております。



